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②治⽔対策とまちづくりの両輪で流域治⽔を進めていくこと
を共有。

③市町がそれぞれ独⾃の浸⽔被害軽減対策を鋭意、進められ
ていることを確認。

第３回 六⾓川⽔系流域治⽔協議会

④「新・六プロ」の理念について合意し３⽉末までに全体
構想を、６⽉末までに⾏動計画を公表予定。

①「新・六プロ」において、早期に効果発現が可能となる
施策を検討し、実⾏していくことを合意

⑤「特定都市河川浸⽔被害対策法」の有効活⽤に向けて、
⼀致協⼒することを合意。
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○第２回協議会（令和４年2月2４日）の合意事項は以下のとおり。

＜第２回協議会の合意事項など＞



1．概略検討 【①河口部排水ポンプ案】

●概要：河口堰全閉で潮位の影響を排除し、河口部で大規模ポンプにより有明海に排水すること

で六角川の水位をＨＷＬ未満にする。これにより各地区に設置されている既設ポンプで

内水を連続排水する

●規模：ポンプ能力＝約600m3/s以上

●概算費用：約1,600億円以上

【②大規模引堤案】

●概要：六角川本川の中･上流域において、約15km区間で最大200m幅での引堤

●規模：用地＝約210ha、橋梁（高速道路含む）＝12橋、ｻｲﾌｫﾝ＝1箇所、排水機場＝4箇所、

水門＝3箇所、堰＝1箇所、樋門樋管＝21箇所、対象家屋＝約150戸

●概算費用：約1,800億円

【④鉢巻水路案】

●概要：発生した内水を鉢巻水路にて収集し、流下能力に余裕がある高潮区間へ排水することで、

流域内の排水効率化を促す。

●規模：延長＝約16km、通水能力＝最大約140m3/s、水路幅＝最大約40m、対象家屋＝約520戸

●概算費用：約1,200億円

武雄河川事務所

【③内水導水路案】

●概要：隣接する内水地区を導水管路等により接続することで、上流地区で発生した内水を下流

地区へ導水し、流域内の排水効率化を促す。

●規模：延長：約12km、管径＝最大φ11m、通水能力＝最大約110m3/s、用地＝主にR34敷地を活用

●概算費用：約1,700億円
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前回意見に対する検討状況
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■河口部に排水ポンプを設置した場合のイメージを示す。
■ポンプ規模については、牛津江排水機場を参考にすると１台あたりの最大排水能力は２０m3/s
となり、約３０台設置（約１０m幅／台）が必要となる。

ポンプ場内部イメージ写真

※⽜津江排⽔機場より

① 河口部排水ポンプ案 （イメージ）

※現状の値等は作業途中のものであり、今後の作業状況により変更あり 3

洪⽔年⽉⽇ 総流出量 流出時間

R3.8 20,278万㎥ 96時間

必要ポンプ
概算費⽤

排⽔量

600㎥/s以上 約1,600億円以上
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・引堤延長約１５km、引堤幅約１００～２００mに及ぶ
・激特事業にて実施された超軟弱地盤上築堤区間の引堤が必要
・買収面積は約２１０ha
・橋梁 １１橋、高速道路１橋、サイフォン １箇所の架替が必要
・排水機場４箇所、水門 ３箇所、堰 １箇所、樋門樋管 ２１箇所の改築･移設が必要
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約200m
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DL=0.00

朔望平均満潮位

六角川引堤イメージ
（新橋地点付近）
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釈迦寺橋
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六角川１５ｋ５００付近から３１ｋ６００付近まで引堤整備を実施し、内水排除を図る。
条件：現況の排水ポンプ能力規模、六角川洪水調節施設の完成を見込む。

② 大規模引堤案 （イメージ）

4※現状の値等は作業途中のものであり、今後の作業状況により変更あり

引堤延長：約15km
引堤区間：最大200m
残土 ：約1200万m3

家屋数 ：約148戸
用地（宅地）：約26ha
用地（耕地）：約177ha
概算費用 ：約1,800億

概算費用の内訳
・引堤に伴う掘削、残土処理、築堤
・排水門・堰移設 ・排水機場移設
・橋梁新設 ・道路付替
・補償費 ・間接費
・工事諸費 等を計上

―― ：引堤区間イメージ
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隣接する内水地区を導水管路等により接続することで、上流地区で発生した内水を下流地区
へ導水し、流域内の排水効率化を促す。
条件：現況の排水ポンプ能力規模、六角川洪水調節施設の完成を見込む。

※現状の値等は作業途中のものであり、今後の作業状況により変更あり

③ 内水導水路案 （イメージ）
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必要処理量：最大110m3/s
管径 ：最大Φ約11.0m
水路長 ：約11.7km
残土 ：約120万m3

概算費用 ：約1,700億

概算費用の内訳
・トンネル管径毎のm単価×延長
・分流、排水施設
・残土処理 ・間接費
・工事諸費 等を計上

※用地費、補償費等は含まず

対象外力：R3.8出水流量
整備条件：六角川洪水調整池完成後、

床上浸水防除
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対象外力：R3.8出水流量
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※現状の値等は作業途中のものであり、今後の作業状況により変更あり

④ 鉢巻水路案 （イメージ）
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概算費用の内訳
・水路のm単価×延長 ・排水施設
・切土面対策 ・残土処理
・橋梁新設 ・道路付替
・補償費 ・間接費
・工事諸費 等を計上

必要処理量 ：最大140m3/s
水路幅 ：最大約40m
水路長 ：約15.8km
残土 ：約210万m3

家屋数 ：約516戸
用地（宅地）：約43ha
用地（耕地）：約15ha
概算費用 ：約1,200億

JR
佐世保線

国道
34号

←山側 六角川→

鉢巻水路

B-B’断面イメージ



武雄河川事務所大規模施設案の課題について

対策案 課題 概要 備考

①
河⼝部排⽔ポンプ案
事業費_約1,600億

１）本川⽔位低減後の内⽔排⽔対策
２）河⼝堰上流部の⽔位上昇に伴う

新たな内⽔被害
３）停船船舶への影響

１）内⽔対策の事業主体は現制度では市町
（従前から国が実施している内⽔対策
の予算⾯からの鈍化）

２）河⼝堰閉鎖による河川⽔位上昇に伴う内
⽔排⽔不良の発⽣

３）ポンプ排⽔による河⼝部船舶への影響
（漁船停泊地の喪失？澪筋の不安定化など）

＜不確定要素＞
●新たな内⽔被害
●淡⽔放流による影響
度合い

●漁船係留地の確保
●施設規模以上の対応
が困難（被害助⻑）

②
⼤規模引堤案
事業費_約1,800億

１）優良農地の⼤規模喪失
２）河道の維持管理レベルの確保

１）優良農地が⼤規模に喪失
（地域主要産業の低迷、農家減退）

２）広⼤な河川空間の管理精度の維持が困難
（国の維持管理費の現状から懸念）
（改修費等を圧迫する可能性？）

＜不確定要素＞
●残⼟処分量（旧堤撤去）
●住居移転先の確保
●引堤による内⽔上昇

③
内⽔導⽔路案
事業費_約1,700億

１）事業主体
２）発⽣⼟の円滑な処理
３）海岸域の環境変化

１）内⽔対策の事業主体は現制度では市町
２）膨⼤な発⽣⼟を安定的に受け⼊れらる

処分場等の確保が可能か
３）⼈⼯的かつ急激な淡⽔放流による影響

＜不確定要素＞
●残⼟処分量
●海岸部での排出位置
●淡⽔放流による影響
度合い

④
鉢巻⽔路案
事業費_約1,200億

１）事業主体
２）発⽣⼟の円滑な処理
３）地域コミュニティの分断
４）海岸域の環境変化

１）内⽔対策の事業主体は現制度では市町
２）膨⼤な発⽣⼟を安定的に受け⼊れらる

処分場等の確保が可能か
３）⼭裾の家屋連担部を分断・住居喪失
４）⼈⼯的かつ急激な淡⽔放流による影響

＜不確定要素＞
●残⼟処分量
●住居移転先の確保
●海岸部での排出位置
●淡⽔放流による影響
度合い
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▲六角川河口部計画平面図 ▲現在の六角川河口部平面図

六角川と牛津川合流形状について、ドローンなどを活用し調査を行い、その後に効果的な調査
方法等を検討していく予定。

白石町

江北町

小城市
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⑤ 河口部合流形状の検討
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 六角川及び牛津川においては河川改修の進捗とともに、昭和５０年代から河川事業、農林関係事業、鉱害復旧事業等により、排水ポンプが
設置されるようになり、現在、国及び自治体等で合計６０箇所の排水ポンプ場が設置（うち国交省管理１６箇所）されています。

 令和３年１２月末に開催したポンプ運転調整協議会（幹事会）で課題を共有した。現在、事務局によって内部検討を行っている状況。

六角川ポンプ運転調整方針 平成１８年６月７日 六角川排水ポンプ運転調整協議会

１．各排水機場地点で外水位（六角川・牛津川本川水位）がＨＷＬ
を越えた場合は、運転調整（ポンプ停止）を実施すること。
※六角川１４ｋｍ６００より下流は除く

２．各排水機場の下流地点において、外水位がＨＷＬに達した場合、
各排水機場は運転調整（ポンプ停止）を実施すること。
下流地点の基準となる水位観測所は下記のとおりとする。
（六角川本川）
・24k100より上流に位置する排水機場→新橋水位観測所（24k100地点）（牛津川）
・4k500より上流に位置する排水機場→砥川大橋水位観測所（7k400地点）
＊水位上昇が大きい4k500より上流の区間は一連区間として砥川大橋水位観測所を基準とする。

３．破堤・越水・漏水等、重大な災害が発生する恐れがある場合、
災害が発生する恐れのある地点より上流側の排水機場は運転調整
（ポンプ停止）を実施すること。

9

⑥ ポンプ運転調整の検討
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○流域治水への転換をより理解して実施に向けて進めるため、「エキスのみ抽出したリーフ
レット」と「全体冊子」を作成

パンフ表⾯ パンフ裏⾯

新・六プロの全体構成案の提示

※エキスを抽出したリーフレット ※詳細な内容を記した全体冊⼦

リーフレット表⾯
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⾏動計画の策定に向けて

武雄河川事務所



【１】氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体 短期
(1～2年)

中期
(概ね5年～)

長期
(概ね20年～)

進捗状況及び予定 課　　題 備　　考

ため池の水位低下運用

遊休ため池の整備、活用

越流口の改良

クリークの水位低下運用

制水門の改良

公園、校庭等の雨水貯留
施設の整備

浸透性側溝、ますの設置

内水調整池の整備

各戸貯留施設の費用補助

築堤

河道掘削

既存排水機場の耐水化の
取組

排水機場の耐水化の推進 防水壁の設置

排水機場の整備、増設

放流先の見直し

排水ポンプ車等の整備

排水機場の運用の見直し

新・六角川水系流域治水プロジェクト一覧表
【機関名：●●●】　　【六角川水系流域治水協議会】

支川の流出抑制・氾濫抑
制の取組

ため池等既存施設の有効
活用

クリークを活用した雨水
貯留容量の確保

支川、水路における氾濫
抑制対策

排水機場や排水ポンプ車
等の整備

内水調整池や雨水貯留施
設等の整備等

浸水被害を軽減する取組

１．『行動計画』の共通フォーマット（イメージ）

『行動計画（仮称）』の策定に向けて

１）目的
全体計画である『新・六角川水系流域治水プロジェクト』のうち、各関係者の取り組

みメニューについて、その内容や実施時期等を一元的に整理することで見える化。
２）共通フォーマット（イメージ）

既存の「六角川水系緊急治水対策プロジェクト」で策定した表を基本とする。
３）活用方法

「新・六角川水系流域治水プロジェクト」策定以降も定期的に開催する「六角川水系
流域治水協議会」において、関係機関の取り組み状況として報告する。

共通フォーマット（イメージ）
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【１】氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策

主な取組メニュー 主な取組項目 対策メニュー 実施主体 短期
(1～2年)

中期
(概ね5年～)

長期
(概ね20年～)

進捗状況及び予定 課　　題 備　　考

ため池の水位低下運用

遊休ため池の整備、活用

越流口の改良

クリークの水位低下運用

制水門の改良

公園、校庭等の雨水貯留
施設の整備

浸透性側溝、ますの設置

内水調整池の整備

各戸貯留施設の費用補助

築堤

河道掘削

既存排水機場の耐水化の
取組

排水機場の耐水化の推進 防水壁の設置

排水機場の整備、増設

放流先の見直し

排水ポンプ車等の整備

排水機場の運用の見直し

新・六角川水系流域治水プロジェクト一覧表
【機関名：●●●】　　【六角川水系流域治水協議会】

支川の流出抑制・氾濫抑
制の取組

ため池等既存施設の有効
活用

クリークを活用した雨水
貯留容量の確保

支川、水路における氾濫
抑制対策

排水機場や排水ポンプ車
等の整備

内水調整池や雨水貯留施
設等の整備等

浸水被害を軽減する取組

『行動計画（仮称）』の策定に向けて

共通フォーマット（イメージ）
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武雄河川事務所

共通フォーマット（イメージ）
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特定都市河川の有効活⽤に向けて

武雄河川事務所



第一段階：「六角川流域」あるいは「支川流域」を特定都市河川に指定

【指定後に実施すべきこと】
指定した流域において、下記を行う必要あり

・雨水浸透阻害行為の許可（県）
・基準降雨の公示（県）
・保全調整池の指定（県）

指定した流域において、流域治水の一つの柱である氾
濫を出来るだけ防ぐ施策の一つとして、「現状以上に雨
水の流出を増やさない」等を進めることが可能

指定によって

国、県、市町で
具体的な流域治水メニューを検討

第二段階：指定した流域における「流域水害対策計画」の策定
＝「新・六角川流域治水プロジェクト」と同じような内容

【計画に定める事項】
（１）計画期間
（２）目標降雨
（３）河川整備に関する事項
（４）河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備
（５）市町が行う雨水貯留、地下浸透に関する事項
（６）土地利用に関する事項
（７）貯留機能保全区域または浸水防止区域の指定の方針
（８）浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置

特定都市河川の手続きの流れ

計画策定
によって

指定した流域において、市町が実施する流域治水メ
ニューに対し、財政的支援が可能となったり、浸水被
害防止区域等の指定が可能となる

21



「六角川流域」・「支川流域」の特定都市河川指定のイメージ

六角川流域

22

①「六角川流域」を指定 ②「支川○○川流域」を指定

本川 →

支
川
○
○
川

→

項目

水害対策に関する住民へのメッセージ ○
R1、R3出水を踏まえ、流域一丸となって流域治水を
進めていくという強力なメッセージを発信できる

－
指定されない支川流域に住む住民が、取り残された
イメージを持つ懸念がある

土地開発 －
水害対策より土地開発を優先したい地域がある場
合、一定以上の開発にあたっては、対策工事が必要
となる

○
流域治水を進める支川流域以外の地域については、
これまで通り土地開発が優先できる

市町が実施する流域治水への支援 － 流域全体どこでも財政的支援等が可能 － 支川流域のみ財政的支援等が可能

河川管理者による内水調整池等（雨水貯
留浸透施設）の実施

－ 流域全体どこでも整備が可能 － 支川流域のみ整備が可能

①「六角川流域」を指定 ②「支川流域」を指定
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新・六⾓川⽔系流域治⽔プロジェクト公表スケジュール（イメージ）

武雄河川事務所



武雄河川事務所新・六角川水系流域治水プロジェクト公表スケジュール（イメージ）

流域治水プロジェクト
（全体目標）

行動計画
（個別目標）

公
表

Ｒ４．２月 Ｒ４．３月 Ｒ４．４月～Ｒ４．１月

●各市町による浸水軽減対策の実施・検討

●全体構想（目標）

●各対策の実行及び進捗管理へ
移行する

【第⼀版】

●全体行動計画
公
表

⽬標６⽉

3⽉30⽇

●プロジェクトの全体構想（目標）を令和４年３月までに公表予定。
●行動計画は、各市町による実施・検討中の浸水被害軽減対策を反映し、令和４年６月
までに公表予定。
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